
瀬戸市市長の事務に属する行政手続等における情報通信の技術の利用に

関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

平成２７年９月３０日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市規則第２６号 

瀬戸市市長の事務に属する行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する規則の一部を改正する規則  

瀬戸市市長の事務に属する行政手続等における情報通信の技術の利用に

関する規則（平成１８年瀬戸市規則第９号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（定義） 

第２条 ＜省略＞ 

２ この規則において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴及び⑵ ＜省略＞ 

⑶ 電子証明書 次に掲げる電子証明書で市長

等が情報通信技術利用条例第３条第１項に規

定する市の機関の使用に係る電子計算機から

認証できるものをいう。 

ア 電子署名等に係る地方公共団体情報シス

テム機構の認証業務に関する法律（平成１

４年法律第１５３号）第３条第１項に規定

する署名用電子証明書及び同法第２２条第

１項に規定する利用者証明用電子証明書 

イ及びウ ＜省略＞ 

（定義） 

第２条 ＜省略＞ 

２ この規則において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴及び⑵ ＜省略＞ 

⑶ 電子証明書 次に掲げる電子証明書で市長

等が情報通信技術利用条例第３条第１項に規

定する市の機関の使用に係る電子計算機から

認証できるものをいう。 

ア 電子署名に係る地方公共団体の認証業務

に関する法律（平成１４年法律第１５３

号）第３条第１項に規定する電子証明書 

 

 

イ及びウ ＜省略＞ 
  

附 則 

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。  


